
章第

練馬区を 取り 巻く 状況



練馬区
では・・・

全 国全 国

　「 団塊の世代ジュニア」が 6 5 歳以上に到達する令和 2 2 年( 2 0 4 0 年) には、図のよう に1. 5 8 人

の生産年齢人口で１人の高齢者を支えるよう になる「 現役世代の急激な減少」が顕著と なり ます。

このよう な人口動態は、練馬区でも同様です。地域に「 担い手」が不足していく と いう 課題を次世代

の負担に追わせること なく 、どのよう に乗り 越えていけるかが問われています。

　 国連が目指すＳＤＧｓ を 子ど も・ 若者世代が学

校教育において積極的に学んでいます。その理念

は、人は生まれながらに誰かを支え、誰かに支え

ら れる存 在である「 地域共生社会」の目指すもの

と 一致しており 、練馬区社協の地域福祉活動計画

が掲げ続ける 基本理念である「 ひと り の不幸も

見逃さ ない」に通じ るも のです。

国立社会保障・ 人口問題研究所による令和５ 年推計から 作成

持続可能な社会
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地域社会の担い手の変化11

誰も が支え合う「 地域共生社会」

～受け手と 支え手の関係を 超えて～
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令和7（ 2 0 2 5 ）年

令和7（ 2 0 2 5 ）年
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　 権利侵害の回復にと どまら ず、本人自身が権利行使できること への支援、地域で共生をすすめる

ための理解を広げる「 権利擁護支援」が重要になっています。今後はさ らに、身寄り のない高齢者へ

の支援、成年後見制度の見直しや社会福祉法の改正などの施策動向も想定さ れます。

　 制度のはざまに陥り がちな複雑化・ 複合化した課題に対応していく ため、国の新し い重層的支援

体制整備事業が令和３ 年度（ 2 0 2 1年度）から 始まり ました。人と 人と のつながり そのも のがセーフ

ティ ネット の基盤になること から 、抱えている課題を解決すると と もに本人と 地域社会と の関わり

づく り を重視し た事業です。 練馬区でも 令和５ 年度（ 2 0 2 3 年度）からこの事業の移行準備事業に

取り 組み、ひきこ もり 等のサポート を はじ めと し た支援を 強化し ています。

障害者権利条約

こ ど も 基本法

認知症基本法

女 性 支 援 法

令和４ 年（ 2 0 2 2 年）８ 月の対日審査をふまえた国連委員会の総括所見では・・・

「 代わり に決める 」から「 支援付き 意思決定」への転換

令和５ 年（ 2 0 2 3 年）４ 月に施行

こ ども や若者が意見を 表明でき 、その声を 社会に反映

令和６ 年（ 2 0 2 4 年）１月に施行

全ての人が認知症になっても 、その人らし い日常生活

令和６ 年（ 2 0 2 4 年）４ 月に施行

困難な問題を 抱える 女性への切れ目のない支援

重層的支援体制整備事業

包括的相談支援事業  既存の分野別の相談機関の連携を強化

地域づく り 事業  既存の分野別の地域づく り 事業の連携を強化

新たな事業 　 　 　   ・ 参加支援事業 ・アウト リ ーチ等を通じ た継続的支援事業・ 多機関協働事業

誰一人取り 残さ ない 誰で も 貢献で き る 持続可能な 地域社会

断ら な い相談支援 参加支援 地域づく り に向けた支援

「 権利擁護支援」と 地域共生社会の推進33

重層的支援体制整備事業

～複雑化・ 複合化し た課題への対応～
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練馬区社協で も・・・
課題 １

　 令和２ 年( 2 0 2 0 年)１月に新型コ ロナウイルスの初めての感染者が国内で確認さ れて以降、

コ ロナ禍が社会全体の活動を 大きく 制約し まし た。 図の４ つの地域課題がコ ロナ禍に顕在化し 、

練馬区社協でもそれら の課題に対応し た取り 組みを行う 中で、 新たな地域活動も 生まれまし た。

コ ロナ禍の日常生活の長期にわ

たる 変化に伴う 高齢者、 障害者、

子ども たちへの影響

・ 外出の機会が減っ た高齢者の健康維持に影響を 与えた。

・ 子ど も たち にと っ ての大切な体験の機会が失われた。

・ 障害のある 人にと っ て地域と の交流機会が失われた。

・ 福祉施設の利用者と 地域が関わってきた行事の多く が中止。

・ ３ 万５ 千件を 超える「 新型コ ロナにかかる 特例貸付」の

　申請を 受け付け、生活困窮の実情が浮かび上がっ た。

・ 生活困窮者自立相談支援事業の相談は前年度の４ 倍に増加。

　ギリ ギリ で生活し ていた世帯の課題が顕在化。

・ 閉塞感が広がる 中、D V や虐待の問題が深刻化し た。

・ 相談につながり にく い方が地域に多く いること が顕在化。

・ 行事やイベント の中止により 地域のつながり が失われた。

・ 長年、地域で活動し てき た団体が活動を やめてし まっ た。

・ 小中高生のボランティ アや施設での体験機会が途切れた。

・ 一方、 地域に関心を も つ若者も 増え、フ ード ド ライブ や

　若者ら し い新し い視点で の実践も 生まれて いる 。

・ デジタ ル化がすすむ一方、デジタ ルスキルに世代間の格差。

・ 外国籍居住者への制度に関する情報支援が課題と なった。

　 コロナ禍に顕在化した地域課題に対応していく ため、 地域でできそう なこと を大学生た

ちで出し 合っていたと きのこと 。「 修学旅行のやり 直しをやってみる」と いう 意見が出てき

まし た。こども・ 若者にとって、３ 年間と いう コロナ禍にできなかったこと には、「 その時に

しかできなかったこと 」があっ たと いう こと を改めて感じ さ せら れました。きっと 、この世

代は、地域で暮らす一人ひとり の中にある、あいまいなままに失われてしまったも のに寄り

添える世代に育っていく んだろう なと 思います。次世代が活躍できる第６ 次計画と なって

いく こと を期待します。

課題 2

こ れま で は把握さ れて いな かっ

たが、コ ロナ禍で顕在化し た新た

な地域課題

課題 3

地域活動の担い手と 今後の活動

の在り 方への影響

課題 4

情報格差への対応

＜コ ロ ナ禍に顕在化し た４ つの地域課題＞

森　 純一（ 東京都社会福祉協議会）

「 コロ ナ禍に顕在化し た地域課題」と 新たな 地域活動55
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